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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ハンドオフのための方法において、
　前記方法は、
　ターゲットセルにより、専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセ
ル情報とをソースセルに送信することと、
　前記ターゲットセルにおいて、通信を開始するための、前記専用ＲＡＣＨプリアンブル
を含むＲＡＣＨ通信をユーザ機器（ＵＥ）から受信することと、
　前記ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージを伴うアップリンク認可を
前記ターゲットセルにより送信することとを含み、
　前記アップリンク認可を送信することは、１つ以上の構成されているデータ無線ベアラ
（ＤＲＢ）に対するパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータス
メッセージを受信し、バッファステータス報告（ＢＳＲ）を受信することを可能にする、
ＰＤＣＰキュー中の前記１つ以上の構成されているＤＲＢに対するＰＤＣＰプロトコルデ
ータユニット（ＰＤＵ）の数に基づくサイズのアップリンクリソースを割り振ることを含
む方法。
【請求項２】
　前記割り振られたアップリンクリソース上で、パケットデータコンバージェンスプロト
コル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを受信す
ることをさらに含む請求項１記載の方法。
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【請求項３】
　重複するサービスデータユニット（ＳＤＵ）を送ることを減少させるために、前記ＰＤ
ＣＰステータスメッセージに少なくとも部分的に基づいて、ＳＤＵを送ることをさらに含
む請求項２記載の方法。
【請求項４】
　同じ送信機時間間隔（ＴＴＩ）中で無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータスメッセージを
前記ハンドオーバーメッセージとして送信することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルの送信に先立って、ハン
ドオフ交渉を開始するための要求を受信することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記受信したＲＡＣＨが、前記送信された専用ＲＡＣＨプリアンブルに基づいていた場
合に、余分のアップリンク認可を提供することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項７】
　ワイヤレス通信ハンドオフのための装置において、
　前記装置は、
　専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報とを送信する手段
と、
　前記装置との通信を開始するための、専用プリアンブルを含むＲＡＣＨ通信をユーザ機
器（ＵＥ）から受信する手段と、
　前記ＲＡＣＨ通信の受信に応答して、ハンドオーバーメッセージを伴うアップリンク認
可を送信する手段とを具備し、
　前記アップリンク認可を送信する手段は、１つ以上の構成されているデータ無線ベアラ
（ＤＲＢ）に対するパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータス
メッセージを受信し、バッファステータス報告（ＢＳＲ）を受信することを可能にする、
ＰＤＣＰキュー中の前記１つ以上の構成されているＤＲＢに対するＰＤＣＰプロトコルデ
ータユニット（ＰＤＵ）の数に基づくサイズのアップリンクリソースを割り振る手段を備
える装置。
【請求項８】
　前記割り振られたアップリンクリソース上で、パケットデータコンバージェンスプロト
コル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを受信す
る手段をさらに具備する請求項７記載の装置。
【請求項９】
　重複するサービスデータユニット（ＳＤＵ）を送ることを減少させるために、前記ＰＤ
ＣＰステータスメッセージに少なくとも部分的に基づいて、ＳＤＵを送る手段をさらに具
備する請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　同じ送信機時間間隔（ＴＴＩ）中で無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータスメッセージを
前記ハンドオーバーメッセージとして送信する手段をさらに具備する請求項７記載の装置
。
【請求項１１】
　前記専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルの送信に先立って、ハン
ドオフ交渉を開始するための要求を受信する手段をさらに具備する請求項７記載の装置。
【請求項１２】
　前記受信したＲＡＣＨが、前記送信された専用ＲＡＣＨプリアンブルに基づいていた場
合に、余分のアップリンク認可を提供する手段をさらに具備する請求項７記載の装置。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信ハンドオフのための装置において、
　前記装置は、
　専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報とを送信するよう
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にと、
　前記装置との通信を開始するための、専用プリアンブルを含むＲＡＣＨ通信をユーザ機
器（ＵＥ）から受信するようにと、
　前記ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージまたはアップリンク認可の
うちの少なくとも１つを送信するように構成されている、少なくとも１つのプロセッサを
具備し、
　前記プロセッサは、１つ以上の構成されているデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）に対するパ
ケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージを受信し、
バッファステータス報告（ＢＳＲ）を受信することを可能にする、ＰＤＣＰキュー中の前
記１つ以上の構成されているＤＲＢに対するＰＤＣＰプロトコルデータユニット（ＰＤＵ
）の数に基づくサイズのアップリンクリソースを割り振るように構成されている装置。
【請求項１４】
　前記割り振られたアップリンクリソース上で、パケットデータコンバージェンスプロト
コル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを受信す
るように構成されている前記プロセッサをさらに具備する請求項１３記載の装置。
【請求項１５】
　前記受信したＲＡＣＨが、前記送信された専用ＲＡＣＨプリアンブルに基づいていた場
合に、余分のアップリンク認可を提供するように構成されている前記プロセッサをさらに
具備する請求項１４記載の装置。
【請求項１６】
　コンピュータ読取可能記憶媒体において、
　専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報とを送信するため
のコードと、
　装置との通信を開始するための、専用プリアンブルを含むＲＡＣＨ通信をユーザ機器（
ＵＥ）から受信するためのコードと、
　前記ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージまたはアップリンク認可の
うちの少なくとも１つを送信するためのコードとを含み、
　前記アップリンク認可を送信するためのコードは、１つ以上の構成されているデータ無
線ベアラ（ＤＲＢ）に対するパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ス
テータスメッセージを受信し、バッファステータス報告（ＢＳＲ）を受信することを可能
にする、ＰＤＣＰキュー中の前記１つ以上の構成されているＤＲＢに対するＰＤＣＰプロ
トコルデータユニット（ＰＤＵ）の数に基づくサイズのアップリンクリソースを割り振る
ことを含むコンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項１７】
　前記割り振られたアップリンクリソース上で、パケットデータコンバージェンスプロト
コル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを受信す
るためのコードをさらに含む請求項１６記載のコンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項１８】
　前記受信したＲＡＣＨが、前記送信された専用ＲＡＣＨプリアンブルに基づいていた場
合に、余分のアップリンク認可を提供するためのコードをさらに含む請求項１７記載のコ
ンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項１９】
　ワイヤレス通信ハンドオフのための方法において、
　前記方法は、
　ハンドオーバー交渉を開始するために、ターゲットセル情報を受信することと、
　前記ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始めることと、
　ハンドオーバーメッセージを伴うアップリンク認可を前記ターゲットセルから受信する
ことと、
　前記受信した情報を使用して、ステータス報告を予想することとを含み、
　前記アップリンク許可は、１つ以上の構成されているデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）に対
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するパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージを送
信し、バッファステータス報告（ＢＳＲ）を送信することを可能にする、ＰＤＣＰキュー
中の前記１つ以上の構成されているＤＲＢに対するＰＤＣＰプロトコルデータユニット（
ＰＤＵ）の数に基づくサイズのアップリンクリソースの割り振りを含む方法。
【請求項２０】
　前記割り振られたアップリンクリソース上で、パケットデータコンバージェンスプロト
コル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを送信す
ることと、
　ダウンリンク上でサービスデータユニット（ＳＤＵ）を受信することとをさらに含み、
　前記ＳＤＵは、前記ＰＤＣＰステータスメッセージに少なくとも部分的に基づいている
請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
　通信を始めることは、前記ターゲットセルとの通信を開始するために、専用プリアンブ
ルにより、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）を送信することを含む請求項１９記載
の方法。
【請求項２２】
　前記ハンドオーバーを完了するために、１つ以上のメッセージを送信することをさらに
含む請求項１９記載の方法。
【請求項２３】
　１つ以上のメッセージを送信することは、パケットデータコンバージェンスプロトコル
（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを送信するこ
とを含む請求項２２記載の方法。
【請求項２４】
　ワイヤレス通信ハンドオフのための装置において、
　前記装置は、
　ハンドオーバー交渉を開始するために、ターゲットセル情報を受信する手段と、
　前記ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始める手段と、
　アップリンク認可を前記ターゲットセルから受信する手段と、
　前記受信した情報を使用して、ステータス報告を予想する手段とを具備し、
　前記アップリンク許可は、１つ以上の構成されているデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）に対
するパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージを送
信し、バッファステータス報告（ＢＳＲ）を送信することを可能にする、ＰＤＣＰキュー
中の前記１つ以上の構成されているＤＲＢに対するＰＤＣＰプロトコルデータユニット（
ＰＤＵ）の数に基づくサイズのアップリンクリソースの割り振りを含む装置。
【請求項２５】
　コンピュータ読取可能記憶媒体において、
　ハンドオーバー交渉を開始するために、ターゲットセル情報を受信するためのコードと
、
　前記ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始めるためのコードと
、
　アップリンク認可を前記ターゲットセルから受信するためのコードと、
　前記受信した情報を使用して、ステータス報告を予想するためのコードとを含み、
　前記アップリンク許可は、１つ以上の構成されているデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）に対
するパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージを送
信し、バッファステータス報告（ＢＳＲ）を送信することを可能にする、ＰＤＣＰキュー
中の前記１つ以上の構成されているＤＲＢに対するＰＤＣＰプロトコルデータユニット（
ＰＤＵ）の数に基づくサイズのアップリンクリソースを割り振ることを含むコンピュータ
読取可能記憶媒体。
【請求項２６】
　ワイヤレス通信ハンドオフのための装置において、
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　前記装置は、
　ハンドオーバー交渉を開始するために、ターゲットセル情報を受信するようにと、
　前記ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始めるようにと、
　アップリンク認可を前記ターゲットセルから受信するようにと、
　前記受信した情報を使用して、ステータス報告を予想するように構成されている、少な
くとも１つのプロセッサを具備し、
　前記アップリンク許可は、１つ以上の構成されているデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）に対
するパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージを送
信し、バッファステータス報告（ＢＳＲ）を送信することを可能にする、ＰＤＣＰキュー
中の前記１つ以上の構成されているＤＲＢに対するＰＤＣＰプロトコルデータユニット（
ＰＤＵ）の数に基づくサイズのアップリンクリソースを割り振ることを含む装置。
【請求項２７】
　ワイヤレス通信ハンドオフのための方法において、
　前記方法は、
　ターゲットセルにより、専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセ
ル情報とをソースセルに送信することと、
　前記ターゲットセルにおいて、前記ターゲットセルとの通信を開始するための、前記専
用ＲＡＣＨプリアンブルを含むＲＡＣＨ通信をユーザ機器（ＵＥ）から受信することと、
　前記ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージを前記ターゲットセルによ
り送信することとを含み、
　前記ハンドオーバーメッセージを送信することは、前記ハンドオーバーメッセージと無
線リンク制御（ＲＬＣ）ステータスメッセージとを同じ送信機時間間隔（ＴＴＩ）中で送
信することを含む方法。
【請求項２８】
　何らかのＲＬＣステータス禁止タイマーを無効にすることにより前記ＲＬＣステータス
メッセージをトリガするために、ＲＬＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を送ること
をさらに含む請求項２７記載の方法。
【請求項２９】
　前記ＲＬＣステータスメッセージの送信の後に、アップリンクＲＬＣプロトコルデータ
ユニット（ＰＤＵ）について前記ＵＥに通知することをさらに含む請求項２７記載の方法
。
【請求項３０】
　前記割り振られたアップリンクリソース上で、パケットデータコンバージェンスプロト
コル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを受信す
ることをさらに含む請求項２７記載の方法。
【請求項３１】
　ワイヤレス通信ハンドオフのための装置において、
　前記装置は、
　専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報とを送信する手段
と、
　前記装置との通信を開始するための、専用プリアンブルを含むＲＡＣＨ通信をユーザ機
器（ＵＥ）から受信する手段と、
　前記ＲＡＣＨ通信の受信に応答して、ハンドオーバーメッセージを送信する手段とを具
備し、
　前記ハンドオーバーメッセージを送信する手段は、前記ハンドオーバーメッセージと無
線リンク制御（ＲＬＣ）ステータスメッセージとを同じ送信機時間間隔（ＴＴＩ）中で送
信する手段を備える装置。
【請求項３２】
　何らかのＲＬＣステータス禁止タイマーを無効にすることにより前記ＲＬＣステータス
メッセージをトリガするために、ＲＬＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を送る手段
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をさらに具備する請求項３１記載の装置。
【請求項３３】
　前記ＲＬＣステータスメッセージの送信の後に、アップリンクＲＬＣプロトコルデータ
ユニット（ＰＤＣＰ）について前記ＵＥに通知する手段をさらに具備する請求項３１記載
の装置。
【請求項３４】
　前記割り振られたアップリンクリソース上で、パケットデータコンバージェンスプロト
コル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを受信す
る手段をさらに具備する請求項３１記載の方法。
【請求項３５】
　ワイヤレス通信ハンドオフのための装置において、
　前記装置は、
　専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報とを送信するよう
にと、
　前記装置との通信を開始するための、専用プリアンブルを含むＲＡＣＨ通信をユーザ機
器（ＵＥ）から受信するようにと、
　前記ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージを送信するように構成され
ている、少なくとも１つのプロセッサを具備し、
　前記プロセッサは、前記ハンドオーバーメッセージと無線リンク制御（ＲＬＣ）ステー
タスメッセージとを同じ送信機時間間隔（ＴＴＩ）中で送信するように構成されている装
置。
【請求項３６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、何らかのＲＬＣステータス禁止タイマーを無効に
することにより前記ＲＬＣステータスメッセージをトリガするために、ＲＬＣプロトコル
データユニット（ＰＤＵ）を送るようにさらに構成されている請求項３５記載の装置。
【請求項３７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＲＬＣステータスメッセージの送信の後に、
アップリンクＲＬＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）について前記ＵＥに通知するよ
うにさらに構成されている請求項３５記載の装置。
【請求項３８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記割り振られたアップリンクリソース上で、パ
ケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージとバッファ
ステータス報告（ＢＳＲ）とを受信するようにさらに構成されている請求項３５記載の装
置
【請求項３９】
　コンピュータ読取可能記憶媒体において、
　専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報とを送信するため
のコードと、
　装置との通信を開始するための、専用プリアンブルを含むＲＡＣＨ通信をユーザ機器（
ＵＥ）から受信するためのコードと、
　前記ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージを送信するためのコードを
含み、
　前記ハンドオーバーメッセージを送信するためのコードは、前記ハンドオーバーメッセ
ージと無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータスメッセージとを同じ送信機時間間隔（ＴＴＩ
）中で送信するためのコードとを含むコンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項４０】
　何らかのＲＬＣステータス禁止タイマーを無効にすることにより前記ＲＬＣステータス
メッセージをトリガするために、ＲＬＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を送るため
のコードをさらに含む請求項３９記載のコンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項４１】
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　前記ＲＬＣステータスメッセージの送信の後に、アップリンクＲＬＣプロトコルデータ
ユニット（ＰＤＵ）について前記ＵＥに通知するためのコードをさらに含む請求項３９記
載のコンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項４２】
　前記割り振られたアップリンクリソース上で、パケットデータコンバージェンスプロト
コル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを受信す
るためのコードをさらに含む請求項３９記載のコンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項４３】
　ワイヤレス通信ハンドオフのための方法において、
　前記方法は、
　ハンドオーバー交渉を開始するために、ターゲットセル情報を受信することと、
　前記ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始めることと、
　無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータス報告を含むハンドオーバーメッセージを同じ送信
機時間間隔（ＴＴＩ）中で受信することと、
　前記受信した情報を使用して、ステータス報告を予想することとを含む方法。
【請求項４４】
　パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージとバッ
ファステータス報告（ＢＳＲ）とを送信することと、
　ダウンリンク上でサービスデータユニット（ＳＤＵ）を受信することとをさらに含み、
　前記ＳＤＵは、前記ＰＤＣＰステータスメッセージに少なくとも部分的に基づいている
請求項４３記載の方法。
【請求項４５】
　通信を始めることは、前記ターゲットセルとの通信を開始するために、専用プリアンブ
ルにより、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）を送信することを含む請求項４３記載
の方法。
【請求項４６】
　ワイヤレス通信ハンドオフのための装置において、
　前記装置は、
　ハンドオーバー交渉を開始するために、ターゲットセル情報を受信する手段と、
　前記ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始める手段と、
　無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータス報告を含むハンドオーバーメッセージを同じ送信
機時間間隔（ＴＴＩ）中で受信する手段と、
　前記受信した情報を使用して、ステータス報告を予想する手段とを具備する装置。
【請求項４７】
　コンピュータ読取可能記憶媒体において、
　ハンドオーバー交渉を開始するために、ターゲットセル情報を受信するためのコードと
、
　前記ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始めるためのコードと
、
　無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータス報告を含むハンドオーバーメッセージを同じ送信
機時間間隔（ＴＴＩ）中で受信するためのコードと、
　前記受信した情報を使用して、ステータス報告を予想するためのコードとを含むコンピ
ュータ読取可能記憶媒体。
【請求項４８】
　ワイヤレス通信ハンドオフのための装置において、
　前記装置は、
　ハンドオーバー交渉を開始するために、ターゲットセル情報を受信するようにと、
　前記ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始めるようにと、
　無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータス報告を含むハンドオーバーメッセージを同じ送信
機時間間隔（ＴＴＩ）中で受信するようにと、
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　前記受信した情報を使用して、ステータス報告を予想するように構成されている、少な
くとも１つのプロセッサを具備する装置。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　本出願は、「ＬＴＥにおけるハンドオーバー後の重複するＰＤＣＰ ＰＤＵの送信の回
避または減少」と題する、２００８年５月２日に出願され、その譲受人に譲渡され、その
全文が参照によりここに明示的に組み込まれている米国仮出願シリアル番号第６１／０４
９，８４６号の利益を主張する。
【背景】
【０００２】
　１．分野
　本開示は、ワイヤレス通信システムに関し、さらに詳細には、通信ネットワークのソー
スセルとターゲットセルとの間での、移動体通信デバイスのワイヤレスハンドオーバーが
必要とされるシステムに関する。
【０００３】
　３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）のような進化している通信システム
は、増加する数の他のユーザ機器（ＵＥ）にサービスを提供するセルをオーバーラップさ
せることにより形成されている通信ネットワーク内での、通信デバイスの移動性増加の必
要性を取り扱う。通信デバイスは、ユーザ機器（ＵＥ）として呼ばれることが多い。サー
ビスの継続性を維持するには、現在ＵＥと通信しているソースセルと、ＵＥがそのカバレ
ッジエリア中に入ってきたターゲットセルとの間でハンドオフを行う必要があることが多
い。可能である場合には、通信ネットワークは、ソースセルにターゲットセルと交渉させ
てハンドオフを始めることにより、スムーズなハンドオフを促進する。ソースセルは、過
度の競合解決を回避することを期待して、ＵＥにハンドオフをシグナリングすることの一
部として、アップリンク（ＵＬ）における専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プ
リアンブルをＵＥに提供することができる。さもなければ、ＵＥは、ソースセルとの無線
リンク障害（ＲＬＦ）に続いて、代替的に、専用プリアンブルなしでＲＡＣＨにアクセス
しなければならない。
【０００４】
　この支援があっても、ターゲットセルとＵＥとの間でハンドオーバーと初期の通信とが
行われるときに、ダウンリンク（ＤＬ）上およびアップリンク上で非効率が生じる。エア
インターフェースにわたるワイヤレス通信チャネルの帯域幅制約のために、受信されず再
送信されなければならないＤＬ上のサービスデータユニット（ＳＤＵ）のようなデータ送
信を送ることを回避することが望ましい。この問題を考量することは、サービス品質を損
なうかもしれない待ち時間を避けることを優先する。その結果として、通信ネットワーク
は、ハンドオーバーがシグナリングされるとすぐにＳＤＵを送ることができる。
【０００５】
　状況を複雑にするのは、ＵＥに典型的な電力の制約である。バッテリーサービス寿命を
保つために、ターゲットセルのような特定のネットワークノードとの送信に対してスケジ
ューリングされていないときには、ＵＥは、その無線送信機および無線受信機の電源を定
期的に切っていることが多い。ターゲットセルとＵＥとの間でステータス情報を交換でき
るまで、各送信機に対する適切な電力レベルとともに付加的なスケジューリング同期化は
、ＳＤＵの受信の成功のためには不十分であるかもしれない。
【０００６】
　その結果として、ダウンリンク上に非効率が存在する。ネットワークノード（ターゲッ
トセル）は、ハンドオフの間に受信されていないＳＤＵをＵＥに送る際に、必要以上にＤ
Ｌリソースを消費するかもしれない。さらに、通信の成功の見込みを高めることができる
、ハンドオフの後にターゲットセルからＵＥに送られるステータスメッセージは、ＵＥに
より受信されないかもしれない。アップリンク（ＵＬ）上の１つ以上の無線ベアラ（ＲＢ
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）中でパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージを
受信するまでのしばらくの間、ターゲットセルは、ＳＤＵが受信されていないことをＵＥ
から知ることができない。
【概要】
【０００７】
　開示する側面のうちのいくつかの側面の基本的な理解を提供するために、簡略化した概
要を以下に表す。この概要は、広範囲にわたる全体像ではなく、キーまたは重要なエレメ
ントを識別することも、このような側面の範囲を示すことも意図していない。その目的は
、後に表すより詳細な説明に対する前置きとして、記述する特徴のうちのいくつかの概念
を簡略化した形態で表すことである。
【０００８】
　１つ以上の側面とそれらの対応する開示とにしたがって、重複するデータの後続する再
送信を初期の通信が要求しないようにステータスの交換を促進するために、ターゲットセ
ルからのダウンリンク（ＤＬ）ハンドオーバーメッセージに関連してユーザ機器で調整す
ることに関し、さまざまな側面を記述する。
【０００９】
　１つの側面では、ワイヤレス通信ハンドオフのための方法が提供され、専用ランダムア
クセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報とを送信し、通信を開始するために
ＲＡＣＨを受信し、ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージまたはアップ
リンク認可のうちの少なくとも１つを送信する。
【００１０】
　別の側面では、少なくとも１つのプロセッサがワイヤレス通信ハンドオフのために提供
され、プロセッサは、専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情
報とを送信するようにと、通信を開始するためのＲＡＣＨを受信するようにと、ＲＡＣＨ
の受信に応答して、ハンドオーバーメッセージまたはアップリンク認可のうちの少なくと
も１つを送信するように構成されている。
【００１１】
　付加的な側面では、コンピュータプログラムプロダクトが、専用ランダムアクセスチャ
ネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報とを送信することと、通信を開始するためのＲ
ＡＣＨを受信することと、ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージまたは
アップリンク認可のうちの少なくとも１つを送信することに対して提供される。
【００１２】
　別の側面では、ワイヤレス通信ハンドオフのための装置は、専用ランダムアクセスチャ
ネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報とを送信する手段と、通信を開始するためのＲ
ＡＣＨを受信する手段と、ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージまたは
アップリンク認可のうちの少なくとも１つを送信する手段とを有する。
【００１３】
　１つの側面では、ワイヤレス通信ハンドオフのための方法は、ハンドオーバー交渉を開
始するために、ハンドオーバーメッセージとターゲットセル情報とを受信することと、タ
ーゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始めることと、無線リンク制御
（ＲＬＣ）ステータス報告を含むハンドオーバーメッセージまたはアップリンク認可のう
ちの少なくとも１つを受信することと、受信した情報を使用して、ステータス報告を予想
することとを含む。
【００１４】
　別の側面では、ワイヤレス通信ハンドオフのための少なくとも１つのプロセッサは、ハ
ンドオーバー交渉を開始するために、ハンドオーバーメッセージとターゲットセル情報と
を受信するようにと、ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始める
ようにと、無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータス報告を含むハンドオーバーメッセージま
たはアップリンク認可のうちの少なくとも１つを受信するようにと、受信した情報を使用
してステータス報告を予想するように構成されている。
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【００１５】
　付加的な側面では、ハンドオーバー交渉を開始するために、ハンドオーバーメッセージ
とターゲットセル情報を受信するためのコードを有するコンピュータプログラムプロダク
トは、ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始めるためのコードと
、無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータス報告を含むハンドオーバーメッセージまたはアッ
プリンク認可のうちの少なくとも１つを受信するためのコードと、受信した情報を使用し
て、ステータス報告を予想するためのコードとを含む。
【００１６】
　別の付加的な側面では、ワイヤレス通信ハンドオフのための装置は、ハンドオーバー交
渉を開始するために、ハンドオーバーメッセージとターゲットセル情報とを受信する手段
と、ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始める手段と、無線リン
ク制御（ＲＬＣ）ステータス報告を含むハンドオーバーメッセージまたはアップリンク認
可のうちの少なくとも１つを受信する手段と、受信した情報を使用して、ステータス報告
を予想する手段とを有する。
【００１７】
　先の目的および関連する目的を達成するために、後で完全に記述し、特に特許請求の範
囲において指摘する特徴を１つ以上の側面が含んでいる。以下の説明および添付の図面は
、ある例示的な側面を詳細に述べ、側面の原理が用いられるさまざまな方法のうちのほん
の少しのものであることを示している。図面とともに考えるときに、他の利点および新た
な特徴が以下の詳細な説明から明らかになるだろう。開示する側面は、このようなすべて
の側面とそれらの均等物とを含むように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　図面全体にわたって、同一の参照キャラクタが対応したものを識別している図面ととも
に考慮するときに、本開示の特徴、性質および利点が下記で述べる詳細な説明から明らか
になるだろう。
【図１】図１は、増加したハンドオーバー効率のためのデータパケット通信システムのブ
ロックダイヤグラムを示している。
【図２】図２は、ハンドオフを実施するための、移動体通信デバイス（ユーザ機器）と、
ソースセルと、ターゲットセルとの間の通信のタイミングダイヤグラムを示している。
【図３】図３は、ターゲットセルにより使用される、ハンドオーバー中の効率的な送信の
ためのサンプルの方法を示している。
【図４】図４は、ユーザ機器により使用される、ハンドオーバー中の効率的な送信に対す
るサンプルの方法を示している。
【図５】図５は、セルにより用いられているさまざまな側面にしたがった、重複するＰＤ
ＣＰ ＰＤＵの送信の回避または減少を促進する例示的なシステムを表している。
【図６】図６は、ユーザ機器により用いられているさまざまな側面にしたがった、重複す
るＰＤＣＰ ＰＤＵの送信の回避または減少を促進する例示的なシステムを表している。
【図７】図７は、ここで表されているさまざまな側面にしたがった、重複するＰＤＣＰ 
ＰＤＵの送信の回避または減少を促進するユーザ機器の例である。
【図８】図８は、ここで提示されているさまざまな側面にしたがった、重複するＰＤＣＰ
 ＰＤＵの送信の回避または減少を促進する基地局（ｅＮＢ）の例である。
【図９】図９は、１つ以上の側面にしたがった、多元接続ワイヤレス通信システムを示し
ている。
【図１０】図１０は、さまざまな側面にしたがった、例示的なワイヤレス通信システムを
示している。
【詳細な説明】
【００１９】
　図を参照して、ここでさまざまな側面を記述する。以下の説明では、説明する目的で、
１つ以上の側面の完全な理解を提供するために、多数の特定の細部を述べている。しかし
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ながら、これらの特定の細部がなくても、さまざまな側面を実施できることは明らかであ
る。他の例では、これらの側面の記述を促進するために、よく知られている構造およびデ
バイスをブロックダイヤグラムの形態で示している。
【００２０】
　このアプリケーションで使用しているように、用語「コンポーネント」、「モジュール
」、「システム」、および、これらに類するものは、コンピュータ関連エンティティか、
ハードウェアや、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせや、ソフトウェアや、また
は、実行中のソフトウェアのいずれかに関連することを意図している。例えば、コンポー
ネントは、これらに限定されないが、プロセッサ上で動作しているプロセス、プロセッサ
、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、および／または、コンピュ
ータであってもよい。例として、サーバ上で動作しているアプリケーションとサーバの双
方をコンポーネントとすることができる。１つ以上のコンポーネントが、プロセスおよび
／または実行スレッド内に存在していてもよく、コンポーネントは、１つのコンピュータ
上に局所化されていてもよく、および／または、２つ以上のコンピュータの間に分散され
ていてもよい。加えて、それらの上にさまざまなデータ構造を記憶させているさまざまな
コンピュータ読取可能媒体から、これらのコンポーネントは実行することができる。コン
ポーネントは、１つ以上のデータパケット（例えば、ローカルシステム中の、分散システ
ム中の別のコンポーネントと対話する、および／または、インターネットのようなネット
ワークを通して、信号によって他のシステムと対話する、１つのコンポーネントからのデ
ータ）を有する信号にしたがうような、ローカルおよび／または遠隔のプロセスによって
通信することができる。
【００２１】
　さらに、移動体デバイスに関連して、ここでさまざまな側面を記述する。移動体デバイ
スは、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、移動体、ワイヤレス端末、ノード
、デバイス、遠隔局、遠隔端末、アクセス端末、ユーザ端末、端末、ワイヤレス通信デバ
イス、ワイヤレス通信装置、ユーザエージェント、ユーザデバイス、または、ユーザ機器
（ＵＥ）と呼ぶこともでき、移動体デバイスは、これらの機能性のうちのいくつかまたは
すべてを含んでいてもよい。移動体デバイスは、セルラ電話機、コードレス電話機、セッ
ション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話機、スマートフォン、ワイヤレスローカルループ（
ＷＬＬ）局、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ラップトップ、ハンドヘルド
通信デバイス、ハンドヘルドコンピューティングデバイス、衛星無線、ワイヤレスモデム
カード、および／または、ワイヤレスシステムを通して通信するための別の処理デバイス
とすることができる。さらに、基地局に関連して、ここでさまざまな側面を記述する。ワ
イヤレス端末と通信するために基地局を利用することができ、基地局は、アクセスポイン
ト、ノード、Ｎｏｄｅ Ｂ、ｅ－Ｎｏｄｅ Ｂ、ｅ－ＮＢ、または、他の何らかのネットワ
ークエンティティと呼ぶこともでき、基地局は、これらの機能性のうちのいくつかまたは
すべてを含んでいてもよい。
【００２２】
　多数のデバイス、コンポーネント、モジュール、および、これらに類するものを含むシ
ステムの観点から、さまざまな側面または特徴を表すだろう。さまざまなシステムは、付
加的なデバイス、コンポーネント、モジュール等を含んでいてもよく、および／または、
図面に関連して述べるデバイス、コンポーネント、モジュール等のすべてを含んでいなく
てもよいことが理解され、正しく認識される。これらのアプローチの組み合わせも使用し
てもよい。
【００２３】
　単語「例示的な」は、ここでは、例、事例、または、例示として役割を果たすことを意
味するように使用される。「例示的な」としてここで記述する何らかの側面または設計は
、必ずしも、他の側面または設計より好ましい、あるいは、他の側面または設計より利点
があるものとして解釈される必要はない。
【００２４】
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　さらに、開示する側面を実現するようにコンピュータを制御するために、標準のプログ
ラミングおよび／またはエンジニアリング技法を使用して、ソフトウェア、ファームウェ
ア、ハードウェア、または、これらの何らかの組み合わせを生成させることにより、方法
、装置、または、製造物として、１つ以上のバージョンを実現してもよい。ここで使用す
るような用語「製造物」（または、代替的に、「コンピュータプログラムプロダクト」）
は、何らかのコンピュータ読取可能デバイス、キャリア、または、媒体から、アクセス可
能なコンピュータプログラムを含むことを意図している。例えば、コンピュータ読取可能
媒体は、これらに限定されないが、磁気記憶デバイス（例えば、ハードディスク、フロッ
ピー（登録商標）ディスク、磁気ストリップ．．．）や、光ディスク（例えば、コンパク
トディスク（ＣＤ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）．．．）や、スマートカードや
、フラッシュメモリデバイス（例えば、カード、スティック）を含むことができる。さら
に、電子メールを送受信する際に、あるいは、インターネットまたはローカルエリアネッ
トワーク（ＬＡＮ）のようなネットワークにアクセスする際に使用するもののようなコン
ピュータ読取可能な電子データを伝えるために、搬送波を用いることができることを正し
く認識すべきである。当然、当業者は、開示する側面の範囲から逸脱することなく、この
コンフィギュレーションに対して多くの改良がなされてもよいことを認識するだろう。
【００２５】
　図面を見ると、図１では、通信システム１００が、ユーザ機器（ＵＥ）１０２として表
されている移動体通信デバイスと、ネットワークノードとの間のデータパケット通信を実
施する。特に、通信システムは、ソースセル（同様に、ソースｅＮｏｄｅ Ｂまたはソー
スｅＮＢ）１０４から（ターゲットｅＮｏｄｅ ＢまたはターゲットｅＮＢとして呼ぶこ
ともある）ターゲットセル１０６へのＵＥ１０２のハンドオフの間に、アップリンク（Ｕ
Ｌ）１０７の割り振りに対する拡張された命令を使用することにより、ダウンリンク（Ｄ
Ｌ）１０３のエアインターフェース帯域幅の効率的な使用を増加させる。ターゲットセル
１０６は、「バックワード」ハンドオフのためにソースセル１０４が交渉する能力を活用
して、バックワードハンドオーバーメッセージ１０８として表されているハンドオーバー
メッセージの一部として、拡張されたＵＬ命令をＵＥ１０２に送る。このバックワードハ
ンドオフを実施する際に、ソースセル１０４は、ＵＥ１０２がソースセル１０４との通信
を獲得するためのターゲットセル情報とともに、ターゲットセル上での初期のＵＬ送信の
ための専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルを受信する。このアプロ
ーチは、結果として競合解決プロセスになる共通ＲＡＣＨプリアンブルの使用を回避する
。ソースセルは、この専用ＲＡＣＨプリアンブルを取得して、ＵＥ１０２がドロップする
前にＵＥ１０２により確実に受信してもらえるように、ハンドオフメッセージ１１０とと
もに専用ＲＡＣＨプリアンブルを送る。
【００２６】
　専用ＲＡＣＨプリアンブルに応答する際に、ターゲットセルは、ハンドオーバーメッセ
ージに伴う、拡張されたＵＬ命令を送ることができる。１１２において表されている１つ
の側面において、増加したＵＬ認可は、ＰＤＣＰステータス情報を提供するのに十分なリ
ソースをＵＥ１０２に提供する。特に、ＵＥが、リソースを要求することも、そうでない
ならば、完了するのにより長くサイクル数を費やすこともなく、１１４において表されて
いるような、（無線ベアラ（ＲＢ）当たり１つの）ＰＤＣＰステータスメッセージと、ハ
ンドオーバー完了メッセージと、バッファステータス報告（ＢＳＲ）とを含めるための十
分なリソースがＵＥ１０２に与えられる。さもなければ、ＤＬサービスデータユニット（
ＳＤＵ）を即座に送ることにより待ち時間を回避する必要性は、結果として、長期間の後
に、重複するＳＤＵを再送する必要性になるかもしれない。さらに、さもなければ、ター
ゲットセル１０６は、パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）プロトコ
ルデータユニット（ＰＤＵ）をＵＬ上で受信することに成功しないかもしれない。これに
より、重複するＤＬサービスデータユニット（ＳＤＵ）を送る必要性が減少または回避さ
れる。
【００２７】
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　別の側面では、拡張されたＵＬ命令は、ＵＥによる受信および使用の見込みを増加させ
るために、１１６において表されているように、ハンドオーバーメッセージと同じ送信時
間間隔（ＴＴＩ）中に無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータスメッセージを含めることがで
きる。さもなければ、いったん、（その中にＲＬＣステータスメッセージを含まない）ハ
ンドオーバーメッセージがＵＥにより受信が成功すると、ＵＥはハンドオーバーメッセー
ジを処理し、ソースセルと通信するのをやめて、ターゲットセルとのランダムアクセス手
順を開始するので、ＵＥ１０２は、後続するいかなるメッセージも見ないかもしれない。
【００２８】
　ここで記述する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ
、および、他のシステムのような、さまざまなワイヤレス通信システムに対して使用され
てもよいことを本開示の利益として正しく認識すべきである。用語「システム」および「
ネットワーク」は、互換性があるように使用されることが多い。ＣＤＭＡシステムは、ユ
ニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００等のような無線技術を実現
してもよい。ＵＴＲＡは、ワイドバンドＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）と、ＣＤＭＡの他の変
形を含んでいる。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００標準規格と、ＩＳ－９５標準規格
と、ＩＳ－８５６標準規格をカバーしている。ＴＤＭＡシステムは、グローバルシステム
フォーモバイルコミュニケーション（ＧＳＭ）（登録商標）のような無線技術を実現して
もよい。ＯＦＤＭＡシステムは、進化したＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイル
ブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）（登録商標）、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、フラッシュ－ＯＦＤＭ（登録商
標）等のような、無線技術を実現してもよい。ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコ
ミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部である。Ｅ－ＵＴＲＡは、３ＧＰＰロング
タームエボリューションの一部であり、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを用いて、アップ
リンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを用いる、３ＧＰＰの来たるべきリリースである。ＵＴＲＡ
と、Ｅ－ＵＴＲＡと、ＵＭＴＳと、ＬＴＥと、ＧＳＭとは、「第三世代パートナーシップ
プロジェクト」（３ＧＰＰ）という名の組織による文書中に記述されている。ＣＤＭＡ２
０００とＵＭＢは、「第三世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）という
名の組織による文書中に記述されている。これらのさまざまな無線技術および標準規格が
技術的に知られている。
【００２９】
　図２～４は、クレームされている主題事項にしたがった、手法および／またはフローチ
ャートを示している。説明を簡単にするために、手法は、一連の動作として表され、記述
されている。主題イノベーションは、示されている動作により、および／または、動作の
順序により限定されないことを理解し、正しく認識すべきである。例えば、動作は、さま
ざまな順序で、および／または、同時に、そして、ここに提示および記述されていない他
の動作とともに、行うことができる。さらに、クレームされている主題事項にしたがって
、手法を実現することを、示されているすべての動作が要求されているわけではない。加
えて、代替的に、状態図または状態イベントを介して一連の相関状態として手法を表すこ
とができることを、当業者は理解し、正しく認識するだろう。その上、この後でこの明細
書全体を通して開示する手法を製造品上に記憶させ、このような手法のコンピュータへの
伝送および転送を促進することができることをさらに正しく認識すべきである。ここで使
用するような用語、製造品は、何らかのコンピュータ読取可能デバイス、キャリア、また
は、媒体から、アクセス可能なコンピュータプログラムを含むことを意図している。
【００３０】
　図２は、ソースセル２０４からターゲットセル２０６へのハンドオフの間に、ターゲッ
トセルにおける競合解決を回避または減少させるための手法２００の例示的なタイミング
ダイヤグラムである。ブロック２１０において、ソースセル２０４は、ターゲットセル２
０６とのハンドオフの交渉を始めて、専用ＲＡＣＨプリアンブルとターゲットセル情報と
を受信する。ブロック２１２において、ソースセル２０４は、この専用ＲＡＣＨプリアン
ブルおよびターゲットセル情報とともに、ハンドオフメッセージをＵＥ２０２に送信する
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。ＵＥ２０２は、ブロック２１４においてターゲットセル２０６を捕捉する際に、ターゲ
ットセル情報を活かし、ブロック２１６においてＲＡＣＨを使用してターゲットセル２０
６との通信を始める際に、専用ＲＡＣＨプリアンブルを使用する。
【００３１】
　有利なことに、ブロック２１８において、ターゲットセル２０６は、ＵＥ２０２に対す
る十分なＵＬリソース割り振りの認可とともにハンドオーバー応答により、応答する。ブ
ロック２２０において、ターゲットセル２０６は、無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータス
メッセージを同じ送信機時間間隔（ＴＴＩ）中で送る。ターゲットセル２０６は、ハンド
オーバーメッセージとともに送るＲＬＣステータスメッセージと同様に、ブロック２２２
において、再順序付けウィンドウ下にあるＲＬＣ ＰＤＵを含めることを選択する。それ
により、ハンドオーバーメッセージ／手順をトリガする。
【００３２】
　ブロック２２４において、ＵＥ２０２は、ブロック２１８、２２０、２２２からのこの
情報を使用して、ＤＬおよびＵＬに関する予想ステータス報告を決定する。特に、ブロッ
ク２２５において、ハンドオーバー完了メッセージと、（無線ベアラ（ＲＢ）当たり１つ
の）パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージと、
バッファステータス報告（ＢＳＲ）とを迅速に送るために、ＵＥ２０２によって上位のＵ
Ｌ認可が使用される。この早期でのステータス情報の交換により、ブロック２２６におい
てダウンリンク上で送られるサービスデータユニット（ＳＤＵ）と、ブロック２２８にお
けるＵＬ上のＰＤＣＰ ＰＤＵとの受信が成功するか、または、少なくとも低い損失で受
信される。
【００３３】
　欠落しているＳＤＵをＤＬ上で再送するための要求を回避することができる、これらの
効率性がブロック２３０において表されている。ブロック２３２において、ＵＥ２０２が
ＰＤＣＰステータスメッセージを送るように要求する必要性が緩和され、ブロック２３４
におけるＤＬ上での後続する認可も、欠落しているＤＬ ＳＤＵをブロック２３６におい
てＵＬ上で識別する、それに続くＰＤＣＰステータスメッセージも同様である。最終的に
、２３８において表されているように、待ち時間の増加と重複するＤＬ ＳＤＵの数の増
加とが回避または緩和される。
【００３４】
　特に図３を見ると、側面にしたがった、ワイヤレス通信システムにおけるハンドオーバ
ーの間に効率的な送信を促進する、ｅＮＢ（例えば、セル１０４または１０６）により用
いられる例示的な手法３００が示されている。方法は、３０２において開始し、方法は、
ＵＥハンドオフをＵＥと交渉するのを始めるための要求をソースセル２０４から受信する
。方法は、３０４において、専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルと
ターゲットセル情報とをソースセルに送信する。方法は、３０６において、ＵＥからの通
信を始めるための、専用ＲＡＣＨプリアンブルに基づくＲＡＣＨを受信する。側面にした
がうと、方法は、３０８において、ＵＬリソース割り振りのサイズを含むＵＬ認可を送信
する。ここで、ＵＬリソース割り振りは、ＵＥが、１つ以上の構成されているデータ無線
ベアラ（ＤＲＢ）にわたってＰＤＣＰステータスメッセージを送信し、バッファステータ
ス報告（ＢＳＲ）を送信できるのに十分なサイズである。側面において、ＰＤＣＰ－ＲＬ
Ｃキューに入っているＰＤＣＰ ＰＤＵの数またはソースセルから転送されたＰＤＣＰパ
ケットの数に基づいて、すべての構成されているデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）にわたって
ＵＬ認可のサイズを計算してもよい。別の側面では、実際に送信された転送ＰＤＣＰパケ
ットの数について、ソースセルとターゲットセルとの間でシグナリングされた情報に基づ
いて、サイズを計算してもよい。別の側面では、３０８における方法では、送信された専
用ＲＡＣＨプリアンブルに基づくＲＡＣＨを送る各ＵＥに対して、ｅＮＢは、これらのＵ
ＥをハンドオーバーＵＥとして識別する。方法は、３０８において、ＵＥが付加的な認可
を要求しなくても、ハンドオーバーＵＥとして識別されているすべてのＵＥに対してより
大きな（例えば、余分の）数の認可を提供して、ＵＥがＰＤＣＰステータスメッセージと
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ＢＳＲとを送信するのを可能にする。別の側面では、方法は、３０８において、ＲＬＣス
テータスメッセージ（すなわち、報告）を含むハンドオーバーメッセージを送信する。Ｒ
ＬＣステータスメッセージとともに再順序付けウィンドウ下にあるＲＬＣ ＰＤＵが、ハ
ンドオーバーメッセージとともに送られる。したがって、側面において、何らかのＲＬＣ
ステータス禁止タイマーがネットワークサイド上で動作するのを無効にするハンドオーバ
ーメッセージ／手順は、ネットワークサイドからのＲＬＣステータスメッセージをトリガ
する。このことは、ＵＥがターゲットセルに切り替えたときに、ソースセルにおいて受信
されなかった最も古いＲＬＣ ＰＤＵをはじめとするＲＬＣ ＰＤＵの再送信を開始できる
ように、どのＵＬ ＲＬＣ ＰＤＵが受信されているかについての最新の情報をＵＥに通知
するための方法を提供する。側面において、ＵＬ認可と、ＲＬＣステータス報告を含むハ
ンドオーバーメッセージとを、同じＴＴＩ中で送信することができる。方法は、３１０に
おいて、ハンドオーバーを完了するための、ハンドオーバー完了メッセージと、無線ベア
ラ（ＲＢ）当たり１つのＰＤＣＰステータスメッセージと、１つ以上のバッファステータ
ス報告とを受信する。
【００３５】
　特に図４を見ると、側面にしたがった、ワイヤレス通信システムにおけるハンドオーバ
ーの間の効率的な送信を促進する、ＵＥにより用いられる例示的な手法４００が示されて
いる。方法は、４０２において開始し、方法は、ソースセル２０４からＵＥ２０２へのハ
ンドオフメッセージとＲＡＣＨプリアンブルとを受信する。その時点で、ターゲットセル
へのハンドオーバーが開始される。４０４における方法は、ブロック２１４においてター
ゲットセル２０６を捕捉する際にターゲットセル情報を使用し、通信を始めるために専用
ＲＡＣＨプリアンブルを使用する。方法は、４０６において、通信を始めるために、専用
ＲＡＣＨプリアンブルから導出されたＲＡＣＨを送信する。方法は、４０８において、Ｕ
Ｌ割り振りの認可、および／または、ＲＬＣステータスメッセージとＲＬＣ ＰＤＵとを
含むハンドオーバーメッセージを受信することを提供する。４１０における方法は、４０
８において受信したこの情報を使用して、ダウンリンクおよびアップリンクに関する予想
ステータス報告を決定する。方法は、４１２において、ハンドオーバーを完了するために
、ハンドオーバー完了メッセージと、無線ベアラ（ＲＢ）当たり１つのＰＤＣＰステータ
スメッセージと、１つ以上のバッファステータス報告とを送信する。
【００３６】
　ここで図５を参照すると、ワイヤレス通信において、重複するＰＤＣＰ ＰＤＵの送信
の回避または減少を促進するシステム５００が示されている。システム５００が備えるこ
とができるのは、専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報と
を送信するモジュール５０２や、通信を開始するためのＲＡＣＨを受信するモジュール５
０４や、ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージまたはアップリンク認可
のうちの少なくとも１つを送信するモジュール５０６や、ハンドオーバーメッセージと無
線リンク制御（ＲＬＣ）ステータスメッセージを同じ送信機時間間隔（ＴＴＩ）中で送信
することを含む、ハンドオーバーメッセージを送信するモジュール５０８や、アップリン
ク認可中でアップリンクリソース割り振りのサイズを送信することを含む、アップリンク
認可を送信するモジュール５１０である。モジュール５０２～５１０はプロセッサまたは
何らかの電子デバイスであってもよいし、メモリモジュール５１２に結合することもでき
る。
【００３７】
　ここで図６を参照すると、ワイヤレス通信において、重複するＰＤＣＰ ＰＤＵの送信
の回避または減少を促進するシステム６００が示されている。システム６００が備えるこ
とができるのは、ハンドオーバー交渉を開始するために、ハンドオーバーメッセージとタ
ーゲットセル情報とをソースセルから受信するモジュール６０２や、ターゲットセル情報
を使用して、ターゲットセルとの通信を始めるモジュール６０４や、無線リンク制御（Ｒ
ＬＣ）ステータス報告を含むハンドオーバーメッセージ、または、アップリンク認可のう
ちの少なくとも１つを受信するモジュール６０６や、ハンドオーバーを完了するために、
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１つ以上のメッセージを送信するモジュール６０８である。モジュール６０２～６０８は
プロセッサまたは何らかの電子デバイスであってもよいし、メモリモジュール６１０に結
合することもできる。
【００３８】
　ここで図７を参照すると、示されているのは、ここで提示するさまざまな側面にしたが
った、重複するＰＤＣＰ ＰＤＵの送信の回避または減少を促進するシステム７００であ
る。システム７００は、ユーザデバイス中に存在することができる。システム７００は、
例えば受信機アンテナから信号を受け取ることができる受信機７０２を備えている。受信
機７０２は、受信した信号をフィルタリングすることや、増幅することや、ダウンコンバ
ートすること等のような、典型的な動作をその信号上で実施することができる。受信機７
０２は、調整した信号をデジタル化して、サンプルを取得することもできる。復調器７０
４は、各シンボル期間に対する受信シンボルを取得できるとともに、受信シンボルをプロ
セッサ７０６に提供することもできる。
【００３９】
　プロセッサ７０６は、受信機コンポーネント７０２により受信した情報を分析すること
、および／または、送信機７０８による送信のための情報を発生させること専用のプロセ
ッサとすることができる。加えてまたは代替的に、プロセッサ７０６は、ユーザデバイス
７００の１つ以上のコンポーネントを制御し、受信機７０２により受信した情報を分析し
、および／または、送信機７０８による送信のための情報を発生させることができる。プ
ロセッサ７０６は、付加的なユーザデバイスとの通信を調整することが可能な制御装置コ
ンポーネントを備えていてもよい。
【００４０】
　適切に作用するようにプロセッサ７０６に結合され、通信の調整に関連する情報と他の
何らかの適切な情報とを記憶することができるメモリ７１０を、ユーザデバイス７００は
付加的に備えることができる。メモリ７１０は、ユークリッド距離を最大化することに関
係するプロトコルを付加的に記憶することができる。ユーザデバイス７００は、シンボル
変調器７１２と、変調された信号を送信する送信機７０８とをさらに備えることができる
。
【００４１】
　図８は、ここで提示するさまざまな側面にしたがった、重複するＰＤＣＰ ＰＤＵの送
信の回避または減少を促進するシステム８００の例示である。システム８００は、基地局
またはアクセスポイント８０２を含んでいる。示しているように、基地局８０２は、受信
アンテナ８０６により、１つ以上の通信デバイス８０４（例えば、ユーザデバイス）から
信号を受信し、送信アンテナ８０８を通して、１つ以上の通信デバイス８０４に信号を送
信する。
【００４２】
　基地局８０２は、受信アンテナ８０６から情報を受け取り、適切に作用するように復調
器８１２に関係付けられている受信機８１０を備えている。復調器８１２は、受け取った
情報を復調する。ユークリッド距離を最大化することに関連する情報を記憶しているメモ
リ８１６に結合されているプロセッサ８１４により、復調されたシンボルを分析する。変
調器８１８は、送信機８２０による送信アンテナ８０８を通しての通信デバイス８０４へ
の送信のために、信号を多重化することができる。
【００４３】
　ここで図９を参照すると、１つ以上の側面にしたがった、多元接続ワイヤレス通信シス
テム９００が示されている。ワイヤレス通信システム９００は、１つ以上のユーザデバイ
スとコンタクトする１つ以上の基地局を含むことができる。各基地局は、複数のセクター
に対するカバレッジを提供する。複数のアンテナグループを備える３セクター基地局９０
２が示され、１つのアンテナグループは、アンテナ９０４と９０６とを含み、別のアンテ
ナグループは、アンテナ９０８と９１０とを含み、３つ目のアンテナグループは、アンテ
ナ９１２と９１４とを含んでいる。図面にしたがうと、各アンテナグループに対して、２
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つのアンテナだけが示されている。しかしながら、各アンテナグループに対して、より多
いアンテナまたはより少ないアンテナが利用されてもよい。移動体デバイス９１６は、ア
ンテナ９１２および９１４と通信している。ここで、アンテナ９１２および９１４は、フ
ォワードリンク９１８を介して移動体デバイス９１６に情報を送信し、リバースリンク９
２０を介して移動体デバイス９１６から情報を受信している。フォワードリンク（または
ダウンリンク）は、基地局から移動体デバイスへの通信リンクに関連し、リバースリンク
（またはアップリンク）は、移動体デバイスから基地局への通信リンクに関連している。
移動体デバイス９２２は、アンテナ９０４および９０６と通信している。ここで、アンテ
ナ９０４および９０６は、フォワードリンク９２４を介して移動体デバイス９２２に情報
を送信し、リバースリンク９２６を介して移動体デバイス９２２から情報を受信している
。ＦＤＤシステムでは、例えば、通信リンク９１８、９２０、９２４、および、９２６は
、通信に対して異なる周波数を利用しているかもしれない。例えば、フォワードリンク９
１８は、リバースリンク９２０により利用されている周波数と異なる周波数を使用してい
るかもしれない。
【００４４】
　各アンテナのグループおよび／または各アンテナのグループが通信するように指定され
ているエリアを、基地局９０２のセクターとして呼ぶことがある。１つ以上の側面におい
て、アンテナグループはそれぞれ、セクター中で、すなわち、基地局９０２によりカバー
されているエリア中で、移動体デバイスと通信するように設計されている。基地局は、端
末との通信に対して使用される固定局であってもよい。
【００４５】
　フォワードリンク９１８と９２４とを介しての通信では、基地局９０２の送信アンテナ
は、異なる移動体デバイス９１６と９２２とに対するフォワードリンクの信号対ノイズ比
を改善するために、ビーム形成を利用することができる。また、基地局がビーム形成を利
用して、基地局のカバレッジエリア中にランダムにちらばっている移動体デバイスに送信
することにより、基地局が単一のアンテナを通して、基地局のカバレッジエリア中のすべ
ての移動体デバイスに送信することにより生じるかもしれない干渉に比べて、隣接するセ
ル中の移動体デバイスに対する干渉が小さくなる。
【００４６】
　図１０は、さまざまな側面にしたがった、例示的なワイヤレス通信システム１０００を
示している。ワイヤレス通信システム１０００は、簡潔にするために、１つの基地局およ
び１つの端末を表している。しかしながら、システム１０００は、１つより多い基地局ま
たはアクセスポイント、および／または、１つより多い端末またはユーザデバイスを含む
ことができ、ここで、付加的な基地局および／または付加的な端末は、下記で記述する例
示的な基地局および例示的な端末と実質上類似しているものか、または、下記で記述する
例示的な基地局および例示的な端末とは実質上異なるものとすることができることを正し
く認識すべきである。加えて、基地局および／または端末が、その間のワイヤレス通信を
促進するために、ここで記述するシステムおよび／または方法を用いることができること
を正しく認識すべきである。
【００４７】
　ここで図１０を参照すると、ダウンリンク上では、アクセスポイント１００５において
、送信（ＴＸ）データプロセッサ１０１０は、トラフィックデータを受け取り、フォーマ
ットし、コード化し、インターリーブし、変調（またはシンボルマッピング）して、変調
シンボル（「データシンボル」）を提供する。シンボル変調器１０１５は、データシンボ
ルおよびパイロットシンボルを受け取って処理し、シンボルのストリームを提供する。シ
ンボル変調器１０１５は、データシンボルとパイロットシンボルとを多重化して、Ｎ個の
送信シンボルの組を取得する。各送信シンボルは、データシンボル、パイロットシンボル
、または、０の信号値であってもよい。パイロットシンボルは、各シンボル期間中で連続
的に送られてもよい。パイロットシンボルは、周波数分割多重化（ＦＤＭ）、直交周波数
分割多重化（ＯＦＤＭ）、時分割多重化（ＴＤＭ）、周波数分割多重化（ＦＤＭ）、また
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は、コード分割多重化（ＣＤＭ）することができる。
【００４８】
　送信機ユニット（ＴＭＴＲ）１０２０は、シンボルのストリームを受け取って、１つ以
上のアナログ信号にコンバートし、さらに、アナログ信号を調整し（例えば、増幅し、フ
ィルタリングし、および、周波数アップコンバートし）、ワイヤレスチャネルを通した送
信に対して適したダウンリンク信号を発生させる。ダウンリンク信号は、その後、アンテ
ナ１０２５を通して端末に送信される。端末１０３０において、アンテナ１０３５は、ダ
ウンリンク信号を受信して、受信信号を受信機ユニット（ＲＣＶＲ）１０４０に提供する
。受信機ユニット１０４０は、受信信号を調整し（例えば、フィルタリングし、増幅し、
および、周波数ダウンコンバートし）、調整した信号をデジタル化して、サンプルを取得
する。シンボル復調器１０４５は、Ｎ個の受信シンボルを取得して、チャネル推定のため
に、受け取ったパイロットシンボルをプロセッサ１０５０に提供する。シンボル復調器１
０４５は、さらに、ダウンリンクに対する周波数応答推定をプロセッサ１０５０から受け
取って、受信データシンボル上でデータ復調を実施して、データシンボル推定（これらは
、送信されたデータシンボルの推定である）を取得し、データシンボル推定をＲＸデータ
プロセッサ１０５５に提供する。ＲＸデータプロセッサ１０５５は、データシンボル推定
を復調し（すなわち、シンボルデマッピングし）、デインターリーブし、デコードして、
送信トラフィックデータを復元する。シンボル復調器１０４５およびＲＸデータプロセッ
サ１０５５による処理はそれぞれ、アクセスポイント１００５における、シンボル変調器
１０１５およびＴＸデータプロセッサ１０１０による処理に対して相補的である。
【００４９】
　アップリンク上で、ＴＸデータプロセッサ１０６０は、トラフィックデータを処理して
、データシンボルを提供する。シンボル変調器１０６５は、データシンボルを受け取って
、パイロットシンボルと多重化し、変調を実施して、シンボルのストリームを提供する。
送信機ユニット１０７０は、その後、シンボルのストリームを受け取り、シンボルのスト
リームを処理してアップリンク信号を発生させる。アップリンク信号は、アンテナ１０３
５によりアクセスポイント１００５に送信される。
【００５０】
　アクセスポイント１００５において、端末１０３０からのアップリンク信号は、アンテ
ナ１０２５により受信されて、サンプルを取得するために受信機ユニット１０７５により
処理される。シンボル復調器１０８０は、その後、サンプルを処理して、アップリンクに
対する、受信パイロットシンボルおよびデータシンボル推定を提供する。ＲＸデータプロ
セッサ１０８５は、データシンボル推定を処理して、端末１０３０により送信されたトラ
フィックデータを復元する。プロセッサ１０９０は、アップリンク上で送信しているそれ
ぞれのアクティブな端末に対するチャネル推定を実施する。
【００５１】
　プロセッサ１０９０および１０５０は、アクセスポイント１００５および端末１０３０
における動作をそれぞれ命令する（例えば、制御する、調整する、管理する・・・）。プ
ロセッサ１０９０および１０５０はそれぞれ、プログラムコードおよびデータを記憶する
（示していない）メモリユニットに関係付けることができる。プロセッサ１０９０および
１０５０は、アップリンクおよびダウンリンクに対する、周波数およびインパルス応答推
定をそれぞれ導出するための計算も実施できる。
【００５２】
　多元接続システム（例えば、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、および、こ
れらに類するもの）に対して、複数の端末はアップリンク上で同時に送信できる。このよ
うなシステムに対しては、パイロットサブ帯域は、異なる端末間で共有される。各端末に
対するパイロットサブ帯域が（おそらく、帯域端を除いて）動作帯域全体にまたがってい
るケースでは、チャネル推定技法を使用してもよい。このようなパイロットサブ帯域構造
は、各端末に対する周波数ダイバーシティを取得するのに望ましいものであるだろう。こ
こで記述する技法はさまざまな手段により実現してもよい。例えば、これらの技法は、ハ
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ードウェアで、ソフトウェアで、または、これらを組み合わせたもので実現してもよい。
ハードウェアインプリメンテーションのために、１つ以上の、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）
、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）、プロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、マイクロプロセッサ、ここで記述
した機能を実施するように設計されている他の電子ユニット、または、これらを組み合わ
せたものの内で、チャネル推定に対して使用される処理ユニットを実現してもよい。ソフ
トウェアでのインプリメンテーションは、ここで記述した機能を実施するモジュール（例
えば、手順、機能等）を通してもよい。ソフトウェアコードは、メモリユニット中に記憶
させてもよく、プロセッサ１０９０および１０５０により実行してもよい。
【００５３】
　ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、または、これらの何らかの組み合わせ
によって、ここで記述した側面を実現してもよいことを理解すべきである。ソフトウェア
で実現されたときに、機能は、１つ以上の命令またはコードとして、コンピュータ読取可
能媒体上に記憶されてもよく、あるいは、１つ以上の命令またはコードとして、コンピュ
ータ読取可能媒体上に送信されてもよい。コンピュータ読取可能媒体は、１つの場所から
別の場所へのコンピュータプログラムの転送を促進する何らかの媒体を含むコンピュータ
記憶媒体および通信媒体の双方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは特殊目的コ
ンピュータによりアクセスできる何らかの利用可能な媒体であってもよい。例として、こ
れらに限定されないが、このようなコンピュータ読取可能媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥ
ＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他
の磁気記憶デバイス、あるいは、汎用コンピュータまたは特殊目的コンピュータ、あるい
は、汎用プロセッサまたは特殊目的プロセッサによりアクセスでき、命令またはデータ構
造の形態で所望のプログラムコード手段を伝送または記憶するために使用できる他の何ら
かの媒体を含んでいてもよい。また、あらゆる接続は、コンピュータ読取可能媒体と適切
に呼ばれる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブルや、光ファイバケーブルや、撚り対
や、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）や、あるいは、赤外線、無線、および、マイクロ波の
ようなワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または、他の遠隔ソースから
送信される場合には、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、撚り対、ＤＳＬ、あるいは、
赤外線、無線、および、マイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。
ここで使用したようなディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（Ｃ
Ｄ）、レーザディスク（登録商標）、光ディスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、
フロッピー（登録商標）ディスク、および、ブルーレイ（登録商標）ディスクを含むが、
ここで、一般的に、ディスク（ｄｉｓｋ）は、データを磁気的に再生する一方で、ディス
ク（ｄｉｓｃ）はデータをレーザによって光学的に再生する。上記のものを組み合わせた
ものもまた、コンピュータ読取可能媒体の範囲内に含められるべきである。
【００５４】
　ここで開示した側面に関連して記述した、さまざまな例示的な論理、論理ブロック、モ
ジュールおよび回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または
他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディ
スクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここで記述した機能を実施するよう
に設計されているこれらの任意の組み合わせにより、実現または実施されてもよい。汎用
プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、代替的に、プロセッサは、任意の従
来のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、または、状態機械であってもよい。プロ
セッサは、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサを組み合わせたものや、複数のマイクロ
プロセッサや、ＤＳＰコアを伴う１つ以上のマイクロプロセッサや、他の何らかのこのよ
うなコンフィギュレーションのような、コンピューティングデバイスを組み合わせたもの
としても実現されてもよい。加えて、少なくとも１つのプロセッサは、上記で記述した１
つ以上のステップおよび／またはアクションを実施するように動作可能な、１つ以上のモ
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ジュールを備えていてもよい。
【００５５】
　ソフトウェアインプリメンテーションのために、ここで記述した機能を実施するモジュ
ール（例えば、手順、関数等）により、ここで記述した技法が実現されてもよい。ソフト
ウェアコードは、メモリユニット中に記憶されて、プロセッサによって実行されてもよい
。技術的に知られているようなさまざまな手段によって、メモリユニットがプロセッサに
通信可能に結合されている場合に、メモリユニットはプロセッサ内でまたはプロセッサの
外部で実現されてもよい。さらに、少なくとも１つのプロセッサが、ここで記述した機能
を実施するように動作可能である１つ以上のモジュールを含んでいてもよい。
【００５６】
　ここで記述した技法が、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ
、および、他のシステムのような、さまざまなワイヤレス通信システムに対して使用され
てもよい。用語「システム」および「ネットワーク」は、互換性があるように使用される
ことが多い。ＣＤＭＡシステムは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ＣＤＭ
Ａ２０００等のような無線技術を実現してもよい。ＵＴＲＡは、ワイドバンドＣＤＭＡ（
Ｗ－ＣＤＭＡ）と、ＣＤＭＡの他の変形を含んでいる。さらに、ＣＤＭＡ２０００は、Ｉ
Ｓ－２０００標準規格と、ＩＳ－９５標準規格と、ＩＳ－８５６標準規格をカバーしてい
る。ＴＤＭＡシステムは、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション（ＧＳ
Ｍ）のような無線技術を実現してもよい。ＯＦＤＭＡシステムは、進化したＵＴＲＡ（Ｅ
－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗ
ｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、フラッシュ
－ＯＦＤＭ等のような、無線技術を実現してもよい。ＵＴＲＡとＥ－ＵＴＲＡは、ユニバ
ーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロ
ングタームエボリューション（ＬＴＥ）は、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを用いて、ア
ップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを用いるＥ－ＵＴＲＡを使用する、ＵＭＴＳのリリース
である。ＵＴＲＡと、Ｅ－ＵＴＲＡと、ＵＭＴＳと、ＬＴＥと、ＧＳＭとは、「第三世代
パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）という名の組織による文書中に記述されて
いる。さらに、ＣＤＭＡ２０００とＵＭＢは、「第三世代パートナーシッププロジェクト
２」（３ＧＰＰ２）という名の組織による文書中に記述されている。さらに、このような
ワイヤレス通信システムは、対でない無認可のスペクトルや、８０２．ｘｘワイヤレスＬ
ＡＮや、ブルートゥース（登録商標）や、他の何らかの短距離のワイヤレス通信技法また
は長距離のワイヤレス通信技法を使用することが多い、ピア・ツー・ピア（例えば、移動
体間の）アドホックネットワークシステムを付加的に含んでいてもよい。
【００５７】
　さらに、標準規格のプログラミングおよび／またはエンジニアリング技法を使用して、
ここで記述したさまざまな側面または特徴を方法、装置、または、製造物として実現して
もよい。ここで使用するような用語「製造物」は、何らかのコンピュータ読取可能デバイ
ス、キャリア、または、媒体から、アクセス可能なコンピュータプログラムを含むことを
意図している。例えば、コンピュータ読取可能媒体は、これらに限定されないが、磁気記
憶デバイス（例えば、ハードディスク、フロッピーディスク、磁気ストリップ等）や、光
ディスク（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）等
）や、スマートカードや、フラッシュメモリデバイス（例えば、カード、スティック、キ
ードライブ等）を含むことができる。さらに、ここで記述したさまざまな記憶媒体は、１
つ以上のデバイスおよび／または情報を記憶するための他の機械読取可能媒体を表すこと
ができる。用語「機械読取可能媒体」は、これらに限定されることなく、ワイヤレスチャ
ネルと、命令および／またはデータを記憶、包含、および／または、伝送することが可能
な他のさまざまな媒体とを含むことができる。さらに、コンピュータプログラムプロダク
トは、ここで記述した機能をコンピュータに実施させるように動作可能な、１つ以上の命
令またはコードを有するコンピュータ読取可能媒体を含んでいてもよい。
【００５８】
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　さらに、ここで開示した側面に関連して記述した方法またはアルゴリズムのステップお
よび／またはアクションは、ハードウェアで、プロセッサにより実行されるソフトウェア
モジュールで、あるいは、双方を組み合わせたもので直接的に具現化してもよい。ソフト
ウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ
、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーブバルディスク、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、または、技術的に知られている他の何らかの形態の記憶媒体中に存在していてもよい
。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書
き込むことができるようにプロセッサに結合されていてもよい。代替実施形態では、記憶
媒体はプロセッサに一体化していてもよい。さらに、いくつかの側面では、プロセッサお
よび記憶媒体は、ＡＳＩＣ中に存在していてもよい。さらに、ＡＳＩＣはユーザ端末中に
存在していてもよい。代替実施形態では、プロセッサおよび記憶媒体は、ディスクレート
コンポーネントとしてユーザ端末中に存在していてもよい。さらに、いくつかの側面では
、方法またはアルゴリズムのステップおよび／またはアクションは、コードおよび／また
は命令のうちの１つとして、コードおよび／または命令の何らかの組み合わせとして、あ
るいは、何らかの組のコードおよび／または命令として、機械読取可能媒体上および／ま
たはコンピュータ読取可能媒体上に存在していてもよい。機械読取可能媒体および／また
はコンピュータ読取可能媒体は、コンピュータプログラムプロダクト中に組み込まれてい
てもよい。
【００５９】
　先の開示では、例示的な側面および／または側面を述べたが、記述した側面および／ま
たは添付の特許請求の範囲により規定されているような側面の範囲から逸脱することなく
、ここで、さまざまな変更および改良を行うことができることに留意すべきである。した
がって、記述した側面は、添付の特許請求の範囲内にある、すべてのこのような変更、改
良、および、バリエーションを含むことを意図している。さらに、記述した側面のエレメ
ントおよび／または側面は、単数で記述またはクレームされているかもしれないが、単数
への限定が明示的に述べられていない限り、複数が意図されている。さらに、そうでない
と述べられていない限り、何らかの側面のすべてまたは一部ならびに／あるいは側面を、
他の何らかの側面のすべてまたは一部ならびに／あるいは側面とともに利用することがで
きる。
【００６０】
　用語「含む」が、詳細な説明または特許請求の範囲のいずれかで使用される限り、この
ような用語は、用語「具備する」が請求項の中で移転語として用いられるときに解釈され
るように、用語「具備する」にある意味類似して包括的であることを意図している。さら
に、詳細な説明または特許請求の範囲のいずれかで使用される用語「または」は、排他的
な「または」というよりむしろ包括的な「または」を意味することを意図している。すな
わち、特に明記されていない限り、または、文脈から明らかでない限り、フレーズ「Ｘが
ＡまたはＢを用いる」は、本来の包括的な順列のうちのいずれかを意味することを意図し
ている。すなわち、フレーズ「ＸがＡまたはＢを用いる」は、以下の例：ＸがＡを用いる
；ＸがＢを用いる；または、ＸがＡとＢの双方を用いる、のうちのいずれによっても満た
されるものである。さらに、本出願および添付の特許請求の範囲で使用されている冠詞「
１つ（ａおよびａｎ）」は、特に明記がない限り、または、単数形への指示が文脈から明
確でない限り、一般的に「１つ以上」を意味するように解釈すべきである。
　以下に、本願出願時の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］ワイヤレス通信ハンドオフのための方法において、
　前記方法は、
　専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報とを送信すること
と、
　通信を開始するためのＲＡＣＨを受信することと、
　前記ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージまたはアップリンク認可の
うちの少なくとも１つを送信することとを含む方法。
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　［２］前記ハンドオーバーメッセージを送信することは、前記ハンドオーバーメッセー
ジと無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータスメッセージとを同じ送信機時間間隔（ＴＴＩ）
中で送信することを含む［１］記載の方法。
　［３］前記アップリンク認可を送信することは、１つ以上の構成されているデータ無線
ベアラ（ＤＲＢ）にわたってパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ス
テータスメッセージを受信し、バッファステータス報告（ＢＳＲ）を受信することが可能
になる十分なサイズのアップリンクリソースを割り振ることを含む［１］記載の方法。
　［４］パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージ
とバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを受信することをさらに含む［１］記載の方法。
　［５］サービスデータユニット（ＳＤＵ）を送ることをさらに含む［４］記載の方法。
　［６］パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージ
とバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを受信することと、
　送信機を使用して、サービスデータユニット（ＳＤＵ）を送ることとをさらに含む［１
］記載の方法。
　［７］同じ送信機時間間隔（ＴＴＩ）中で無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータスメッセ
ージを前記ハンドオーバーメッセージとして送信することをさらに含む［３］記載の方法
。
　［８］何らかのＲＬＣステータス禁止タイマーを無効にすることによりＲＬＣステータ
スメッセージトリガするために、ＲＬＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を送ること
をさらに含む［６］記載の方法。
　［９］前記専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルの送信に先立って
、ハンドオフ交渉を開始するための要求を受信することをさらに含む［１］記載の方法。
　［１０］前記受信したＲＡＣＨが、前記送信された専用ＲＡＣＨプリアンブルに基づい
ていた場合に、余分のアップリンク認可を提供することをさらに含む［１］記載の方法。
　［１１］ワイヤレス通信ハンドオフのための装置において、
　前記装置は、
　専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報とを送信する手段
と、
　通信を開始するためのＲＡＣＨを受信する手段と、
　前記ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージまたはアップリンク認可の
うちの少なくとも１つを送信する手段とを具備する装置。
　［１２］前記ハンドオーバーメッセージを送信する手段は、前記ハンドオーバーメッセ
ージと無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータスメッセージとを同じ送信機時間間隔（ＴＴＩ
）中で送信する手段を備える［１１］記載の装置。
　［１３］前記アップリンク認可を送信する手段は、１つ以上の構成されているデータ無
線ベアラ（ＤＲＢ）にわたってパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）
ステータスメッセージを受信し、バッファステータス報告（ＢＳＲ）を受信することが可
能になる十分なサイズのアップリンクリソースを割り振る手段を備える［１１］記載の装
置。
　［１４］パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセー
ジとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを受信する手段をさらに具備する［１１］記載
の装置。
　［１５］サービスデータユニット（ＳＤＵ）を送る手段をさらに具備する［１４］記載
の装置。
　［１６］パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセー
ジとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを受信する手段と、
　送信機を使用して、サービスデータユニット（ＳＤＵ）を送る手段とをさらに具備する
［１１］記載の装置。
　［１７］同じ送信機時間間隔（ＴＴＩ）中で無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータスメッ
セージを前記ハンドオーバーメッセージとして送信する手段をさらに具備する［１３］記
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載の装置。
　［１８］何らかのＲＬＣステータス禁止タイマーを無効にすることによりＲＬＣステー
タスメッセージトリガするために、ＲＬＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を送る手
段をさらに具備する［１６］記載の装置。
　［１９］前記専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルの送信に先立っ
て、ハンドオフ交渉を開始するための要求を受信する手段をさらに具備する［１１］記載
の装置。
　［２０］前記受信したＲＡＣＨが、前記送信された専用ＲＡＣＨプリアンブルに基づい
ていた場合に、余分のアップリンク認可を提供する手段をさらに具備する［１１］記載の
装置。
　［２１］ワイヤレス通信ハンドオフのための装置において、
　前記装置は、
　専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報とを送信するよう
にと、
　通信を開始するためのＲＡＣＨを受信するようにと、
　前記ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージまたはアップリンク認可の
うちの少なくとも１つを送信するように構成されている、少なくとも１つのプロセッサを
具備する装置。
　［２２］前記プロセッサは、前記ハンドオーバーメッセージと無線リンク制御（ＲＬＣ
）ステータスメッセージとを同じ送信機時間間隔（ＴＴＩ）中で送信するように構成され
ている［２１］記載の装置。
　［２３］前記プロセッサは、１つ以上の構成されているデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）に
わたってパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージ
を受信し、バッファステータス報告（ＢＳＲ）を受信することが可能になる十分なサイズ
のアップリンクリソースを割り振るように構成されている［２１］記載の装置。
　［２４］パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセー
ジとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを受信するように構成されている前記プロセッ
サをさらに具備する［２１］記載の装置。
　［２５］前記受信したＲＡＣＨが、前記送信された専用ＲＡＣＨプリアンブルに基づい
ていた場合に、余分のアップリンク認可を提供するように構成されている前記プロセッサ
をさらに具備する［２４］記載の装置。
　［２６］コンピュータ読取可能媒体を具備するコンピュータプログラムプロダクトにお
いて、
　前記コンピュータ読取可能媒体は、
　専用ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プリアンブルとセル情報とを送信するため
のコードと、
　通信を開始するためのＲＡＣＨを受信するためのコードと、
　前記ＲＡＣＨの受信に応答して、ハンドオーバーメッセージまたはアップリンク認可の
うちの少なくとも１つを送信するためのコードを含むコンピュータプログラムプロダクト
。
　［２７］前記ハンドオーバーメッセージを送信するためのコードは、前記ハンドオーバ
ーメッセージと無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータスメッセージとを同じ送信機時間間隔
（ＴＴＩ）中で送信するためのコードを含む［２６］記載のコンピュータプログラムプロ
ダクト。
　［２８］前記アップリンク認可を送信するためのコードは、１つ以上の構成されている
データ無線ベアラ（ＤＲＢ）にわたってパケットデータコンバージェンスプロトコル（Ｐ
ＤＣＰ）ステータスメッセージを受信し、バッファステータス報告（ＢＳＲ）を受信する
ことが可能になる十分なサイズのアップリンクリソースを割り振るためのコードを含む［
２６］記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　［２９］パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセー
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ジとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを受信するためのコードをさらに含む［２６］
記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　［３０］前記受信したＲＡＣＨが、前記送信された専用ＲＡＣＨプリアンブルに基づい
ていた場合に、余分のアップリンク認可を提供するためのコードをさらに含む［２９］記
載のコンピュータプログラムプロダクト。
　［３１］ワイヤレス通信ハンドオフのための方法において、
　前記方法は、
　ハンドオーバー交渉を開始するために、ターゲットセル情報を受信することと、
　前記ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始めることと、
　無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータス報告を含むハンドオーバーメッセージまたはアッ
プリンク認可のうちの少なくとも１つを受信することと、
　前記受信した情報を使用して、ステータス報告を予想することとを含む方法。
　［３２］パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセー
ジとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを送信することと、
　ダウンリンク上でサービスデータユニット（ＳＤＵ）を受信することとをさらに含む［
３１］記載の方法。
　［３３］通信を始めることは、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）を送信すること
を含む［３１］記載の方法。
　［３４］前記ハンドオーバーを完了するために、１つ以上のメッセージを送信すること
をさらに含む［３１］記載の方法。
　［３５］１つ以上のメッセージを送信することは、パケットデータコンバージェンスプ
ロトコル（ＰＤＣＰ）ステータスメッセージとバッファステータス報告（ＢＳＲ）とを送
信することを含む［３４］記載の方法。
　［３６］ワイヤレス通信ハンドオフのための装置において、
　前記装置は、
　ハンドオーバー交渉を開始するために、ターゲットセル情報を受信する手段と、
　前記ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始める手段と、
　無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータス報告を含むハンドオーバーメッセージまたはアッ
プリンク認可のうちの少なくとも１つを受信する手段と、
　前記受信した情報を使用して、ステータス報告を予想する手段とを具備する装置。
　［３７］コンピュータ読取可能媒体を具備するコンピュータプログラムプロダクトにお
いて、
　前記コンピュータ読取可能媒体は、
　ハンドオーバー交渉を開始するために、ターゲットセル情報を受信するためのコードと
、
　前記ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始めるためのコードと
、
　無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータス報告を含むハンドオーバーメッセージまたはアッ
プリンク認可のうちの少なくとも１つを受信するためのコードと、
　前記受信した情報を使用して、ステータス報告を予想するためのコードとを含むコンピ
ュータプログラムプロダクト。
　［３８］ワイヤレス通信ハンドオフのための装置において、
　前記装置は、
　ハンドオーバー交渉を開始するために、ターゲットセル情報を受信するようにと、
　前記ターゲットセル情報を使用して、ターゲットセルとの通信を始めるようにと、
　無線リンク制御（ＲＬＣ）ステータス報告を含むハンドオーバーメッセージまたはアッ
プリンク認可のうちの少なくとも１つを受信するようにと、
　前記受信した情報を使用して、ステータス報告を予想するように構成されている、少な
くとも１つのプロセッサを具備する装置。
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